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危険物保安室

近年、温室効果ガス排出抑制の観点から、従来
（35MPa）より高圧（70MPa）の圧縮水素自動車燃料装
置用容器（以下「車載タンク」という。）を搭載した燃
料電池自動車の普及に向けた取組が進められており、今
後、このことに伴うインフラ整備の一つとして、車載タ
ンクに圧縮水素を充てんするための設備（以下「圧縮水
素充てん設備」という。）を設置する給油取扱所が増加
することが予想されます。既に、圧縮水素充てん設備を
設置する給油取扱所に講ずべき安全対策に係る技術基準
は、整備されていますが、圧縮水素充てん設備の充てん
圧力が、従来より高圧になることにより、圧縮水素充て
ん設備で事故が発生した場合に、給油取扱所や周辺施設
に与える影響が増大するおそれがあります。
このような状況を踏まえ、平成23年度に「圧縮水素
充てん設備設置給油取扱所の安全対策に係る検討会」（座
長：林光一　青山学院大学理工学部教授）を開催し、給
油取扱所に従来より高圧の圧縮水素充てん設備を設置す
る場合に必要な安全対策のあり方等について検討を行い
ました。

（１）給油取扱所に従来より高圧の圧縮水素充てん設備
を設置する場合の安全対策のあり方

70MPaの圧縮水素充てん設備については、高圧ガス
保安法令において充てん圧力に応じた安全対策を講ずる
こととされており、当該設備に係る高圧ガス保安法令上
の安全性の検証が経済産業省で行われ、必要な安全対策
が取りまとめられています。この中では、70MPaの圧
縮水素充てん設備は、35MPaのものに比べて、より高
圧の水素を扱うこと、充てんする圧縮水素を冷却するた
めのプレクール設備等が追加されることから、圧縮水素
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漏えい時を想定した火気取扱設備との離隔距離の見直
しやプレクール設備の処理能力に応じた保安物件まで
の離隔距離が規定されています。以上のことにより、
70MPaの圧縮水素充てん設備等については、高圧ガス
保安法令に基づき性能規定的に充てん圧力に応じた安全
対策が講じられていることから、現行の消防法令に規定
される圧縮水素充てん設備設置給油取扱所に係る技術基
準に適合することで、従来より高圧の圧縮水素充てん設
備の設置は可能であるとの結論が得られました。

（２）危険物から水素を製造するための改質装置の暖機
運転時における危険物の取扱いを遠隔監視するた
めに必要な安全対策のあり方

燃料電池自動車に水素を供給するための施設の中に
は、水素を製造するため、改質装置を設置するもの（オ
ンサイト型）があります。改質原料には、ガソリン、灯
油、ＬＰＧや都市ガスが用いられ、約825℃程度でガソ
リン等を改質し水素を製造します。この装置は、水素の
製造を迅速に開始するため、水素の製造を停止している
夜間時等に暖機運転（暖機のためにバーナー等でガソリ
ン、灯油等を燃焼する等、少量の危険物の取扱いを伴う。）
を継続させる必要があります。
一方で、危険物施設での危険物の取扱いについては、
火災発生の危険性に鑑み、危険物に関する知識、技能及
び法令についての理解が必要となります。そのため、消
防法においては、危険物取扱者が危険物を取り扱う、又
は危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、危
険物取扱者が立ち会うこととされています。
このことを踏まえ、危険物の取扱いを遠隔監視するに
は、以下の要件をすべて満たす必要があるとされました。
（ア）危険物施設の火災危険要因に対して適切な安全対

策（ハード面の対策）が講じられていること。
（イ）危険物施設における危険物の取扱状況について、

適切に監視・制御することができる装置、監視体
制が構築されていること。

（ウ）危険物施設における事故発生時において、（ア）の
安全対策が適切に機能しなかった場合を想定し、
遠隔操作により危険物の取扱いを停止する等の制
御を行うことができること。また、警報等により
監視する者に確実に施設状況が伝達され、早急に
危険物取扱者等が駆けつけられる体制が構築され
ていること。

（３）顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に圧縮水素
充てん設備を設置する場合に必要な安全対策のあ
り方

圧縮水素と圧縮天然ガス（メタン）の物性値及び爆
風圧等の比較では、水素はメタンに比べて爆発範囲が
広いこと等の違いはあるものの、平成16年度に消防
庁で開催した「燃料電池安全対策に関する調査検討会」
で実施されたシミュレーション実験から、圧縮水素と
圧縮天然ガス（メタン）の爆風圧、漏えい時の拡散挙
動、火災時の放射熱については大きな違いは見られず、
類似した挙動を示すことが明らかとなっています。ま
た、現行の消防法令の技術基準は、圧縮水素や圧縮天
然ガスの物性を考慮して必要な安全対策が定められて
います。
既に消防法令に規定されている圧縮天然ガス充てん
設備を顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（以下「セ
ルフ給油取扱所」という。）に併設する場合の技術基準
は、固定給油設備等と圧縮天然ガス充てん設備等が相
互に影響を与えないことが前提とされています。また、
セルフではない給油取扱所に併設する場合と比較して、
圧縮天然ガス充てん設備に対して特段の付加的な設置
は設けられていません。更に、セルフ給油取扱所につ
いては、顧客自ら給油等を行うことの危険性を考慮し、
付加的な安全対策として、給油ノズルの満量停止装置
や静電気除去装置等が講じられており、従業員が給油
を行う給油取扱所（フル給油取扱所）と同等の安全性
が確保されています。
以上のことから、現行のセルフ給油取扱所に係る技術
基準及び圧縮水素充てん設備設置給油取扱所に係る技術
基準にそれぞれ適合することにより、セルフ給油取扱所
への圧縮水素充てん設備の設置は可能であるとの結論が
得られました。

今後、燃料電池自動車が普及していくことが予想され
る中、今回の報告書において提示された安全対策により、
燃料電池自動車の安全な普及に活用されることを期待し
ます。
また、前述の安全対策のあり方を踏まえ、政省令の一
部改正が行われました（平成24年５月23日公布、同日
施行。）。
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